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�愛媛県告示第２２７０号
次の保安林の指定施業要件を変更する予定であるから、森

林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する

同法第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成１６年１１月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

南宇和郡愛南町御荘菊川４８８の１、４８８の２、４９５、４

９６、４９８から５０２まで、５０３の１、５０３の２、５０４から５

０９まで、５１０の１、５１１の１、５１２の１、５１２の２、５１３

の１、５１４から５１６まで、５２２の１

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

御荘菊川５１２の１、５１６

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種は定め

ない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立

木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定め

�愛媛県告示第２２６８号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

平成１６年１１月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２２６９号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

平成１６年１１月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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告 示

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

長 地 史 晃 町 立 吉 田 総 合 病 院 北宇和郡吉田町大字北小
路甲２１７番地

瀬戸町国民健康保険瀬戸
診療所

西宇和郡瀬戸町三机乙２５
８７番地

平成１６年
１０月１日

中 川 秀 和 公 立 周 桑 病 院 西条市壬生川１３１番地 いしづちやまクリニック 西条市周布９２１番地 平成１６年
１０月４日

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療所の名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 届出年月日

肢体不自由・心臓・じん臓・
呼吸器・ぼうこう又は直腸・
小腸機能障害

心臓血管外科
・外科

社会福祉法人恩賜
財団済生会今治病
院

山 田 幸 男 今治市喜田村七丁目１番６号 平成
１６年９月３０日

肢 体 不 自 由 脳神経外科 医療法人綮愛会石
川病院 牟 礼 英 生 四国中央市上分町７３２番地１ 平成

１６年１０月８日

毎週（火・金）曜日発行 第１６０９号 平成１６年１１月１２日
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る標準伐期齢以上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及

び愛南町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２２７１号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条

第２項（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。

）の規定に基づき、瀬戸内海を操業区域とする小型機船底び

き網漁業の許可又は起業の認可を申請すべき期間を次のよう

に定める。

平成１６年１１月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成１６年１１月１２日から１１月２５日まで

�������
�愛媛県告示第２２７２号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、今治市役所にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１６年１１月１２日

波止浜港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

今治市

今治市別宮町一丁目４番地１

代表者 市長 繁信順一

今治市東門町六丁目２番１２号

２ 埋立区域

� 位置

愛媛県今治市小浦町一丁目４０８番１１から同市波止浜赤

崎１番１までの地先公有水面

� 区域

次の１点から６点を順次直線で結んだ線並びに６点と

１点を結ぶ平成１４年の秋分の満潮位（Ｄ．Ｌ．＋４．４７メ

ートル）の陸と公有水面との接する線により囲まれた区

域

基点（国土地理院「小浦」三等三角点、愛媛県今治市

大字大浜字大谷戊１１０番地）は、北緯３４度０６分４７．１３９７

秒、東経１３２度５８分３４．０１４１秒の地点

１点は、基点から真北２２３度３３分５９秒７４８．４５メートル

の地点

２点は、１点から真北４４度２１分３８秒１２７．２２メートルの

地点

３点は、２点から真北２９０度３１分０３秒０．４９メートルの

地点

４点は、３点から真北２０度３１分０３秒３．８０メートルの地

点

５点は、４点から真北１１０度３１分０３秒１．３５メートルの

地点

６点は、５点から真北２０度３１分０３秒４８．０４メートルの

地点

� 面積

８，６６７．８０平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成１５年１２月１２日 愛媛県指令１５港第１５９号

４ しゅん功認可年月日

平成１６年１１月１２日

�������
�愛媛県告示第２２７３号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、上島町役場にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１６年１１月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 知事 加戸守行

松山市北持田町１２２番地

２ 埋立区域

� 位置

ア Ａヶ所

越智郡上島町弓削沢津６８番地先から同４６番地先まで

の公有水面

イ Ｂヶ所

越智郡上島町弓削沢津４２番地先から同弓削久司浦１１

２１番２地先までの公有水面

� 区域

ア Ａヶ所

次の１点から１０点までを順次直線で結んだ線並びに

１０点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｔ．Ｐ．＋

１．８５メートル）の陸と公有水面との接する線により囲

まれた区域

基点Ａ（越智郡上島町弓削沢津５８番地先に設置され

た金属鋲）は、北緯３４度１７分０２秒、東経１３３度１２分５２

秒の地点

１点は、基点から真北３５６度５２分６．８３メートルの地

点

２点は、１点から真北７８度２５分１．６８メートルの地点

３点は、２点から真北７８度２９分０．７５メートルの地点

４点は、３点から真北７８度２５分４．４５メートルの地点

５点は、４点から真北８１度２４分１０．３２メートルの地

点

６点は、５点から真北８５度１０分７．０９メートルの地点
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７点は、６点から真北８５度１２分０．５２メートルの地点

８点は、７点から真北８５度１０分３．７６メートルの地点

９点は、８点から真北９０度０３分１１．２８メートルの地

点

１０点は、９点から真北９１度０３分５６．７４メートルの地

点

イ Ｂヶ所

次の１点から７４点までを順次直線で結んだ線並びに

７４点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｔ．Ｐ．＋

１．８５メートル）の陸と公有水面との接する線により囲

まれた区域

基点Ｂ（越智郡上島町弓削沢津３２番地先に設置され

た金属鋲）は、北緯３４度１７分０２秒、東経１３３度１２分５８

秒の地点

１点は、基点から真北０７度０２分８．８０メートルの地点

２点は、１点から真北８３度３１分５．４７メートルの地点

３点は、２点から真北８２度５７分１．１１メートルの地点

４点は、３点から真北８１度１７分１８．５８メートルの地

点

５点は、４点から真北７８度００分５．５６メートルの地点

６点は、５点から真北７８度００分１４．１３メートルの地

点

７点は、６点から真北７５度３０分９．５７メートルの地点

８点は、７点から真北７４度４０分２４．２９メートルの地

点

９点は、８点から真北３４４度３９分２．００メートルの地

点

１０点は、９点から真北７４度４１分４．５０メートルの地点

１１点は、１０点から真北１６４度４０分２．００メートルの地

点

１２点は、１１点から真北７４度４１分１．５０メートルの地点

１３点は、１２点から真北７４度３９分２．３３メートルの地点

１４点は、１３点から真北７４度３５分０．７０メートルの地点

１５点は、１４点から真北７４度３８分１１．７６メートルの地

点

１６点は、１５点から真北７１度２６分９．４８メートルの地点

１７点は、１６点から真北６５度４９分９．４７メートルの地点

１８点は、１７点から真北６０度４３分７．５７メートルの地点

１９点は、１８点から真北５６度３２分６．６２メートルの地点

２０点は、１９点から真北５３度３５分４．７３メートルの地点

２１点は、２０点から真北５１度１０分３．３６メートルの地点

２２点は、２１点から真北４７度４８分７．９９メートルの地点

２３点は、２２点から真北４３度１１分７．５７メートルの地点

２４点は、２３点から真北３８度１１分９．４６メートルの地点

２５点は、２４点から真北３２度３０分９．４６メートルの地点

２６点は、２５点から真北２７度４１分６．７３メートルの地点

２７点は、２６点から真北２７度２６分７．２２メートルの地点

２８点は、２７点から真北３０度４３分６．２９メートルの地点

２９点は、２８点から真北３４度４９分１０．４９メートルの地

点

３０点は、２９点から真北３９度５５分１０．４９メートルの地

点

３１点は、３０点から真北４５度０５分１０．７５メートルの地

点

３２点は、３１点から真北５０度１１分１０．２２メートルの地

点

３３点は、３２点から真北５５度１４分１０．４９メートルの地

点

３４点は、３３点から真北６０度２０分１０．４９メートルの地

点

３５点は、３４点から真北６４度２５分６．２９メートルの地点

３６点は、３５点から真北６７度５０分７．７６メートルの地点

３７点は、３６点から真北６９度４４分４６．０２メートルの地

点

３８点は、３７点から真北３３９度４３分１．５０メートルの地

点

３９点は、３８点から真北６９度４８分０．５９メートルの地点

４０点は、３９点から真北６９度４３分８．３１メートルの地点

４１点は、４０点から真北１５９度４２分１．５０メートルの地

点

４２点は、４１点から真北６６度４９分１１．１３メートルの地

点

４３点は、４２点から真北６１度２５分９．５２メートルの地点

４４点は、４３点から真北５６度２６分９．５２メートルの地点

４５点は、４４点から真北５１度４０分８．７０メートルの地点

４６点は、４５点から真北４６度４１分１０．３２メートルの地

点

４７点は、４６点から真北４１度２９分９．５２メートルの地点

４８点は、４７点から真北３６度３０分９．５２メートルの地点

４９点は、４８点から真北３１度３１分９．４９メートルの地点

５０点は、４９点から真北３２度０８分１０．６２メートルの地

点

５１点は、５０点から真北３８度１９分１０．５９メートルの地

点

５２点は、５１点から真北４４度３０分１０．５９メートルの地

点

５３点は、５２点から真北５０度４０分１０．５９メートルの地

点

５４点は、５３点から真北５６度４７分１０．３６メートルの地

点

５５点は、５４点から真北６２度０２分７．６４メートルの地点

５６点は、５５点から真北６６度０６分６．３５メートルの地点

５７点は、５６点から真北７０度０７分７．４１メートルの地点

５８点は、５７点から真北７５度２２分１０．５９メートルの地

点

５９点は、５８点から真北８１度３３分１０．５９メートルの地

点

６０点は、５９点から真北８７度３５分１０．１７メートルの地

点

６１点は、６０点から真北８８度３９分１０．０２メートルの地

点

６２点は、６１点から真北８４度５３分９．６５メートルの地点

６３点は、６２点から真北８１度１２分９．６５メートルの地点

６４点は、６３点から真北７７度３１分９．５６メートルの地点

６５点は、６４点から真北７３度５０分９．７３メートルの地点

６６点は、６５点から真北７０度０８分９．６５メートルの地点
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６７点は、６６点から真北６６度２６分９．６５メートルの地点

６８点は、６７点から真北６２度４２分９．８５メートルの地点

６９点は、６８点から真北６１度１８分３．６０メートルの地点

７０点は、６９点から真北３３１度１８分１．５０メートルの地

点

７１点は、７０点から真北６１度１２分６．１９メートルの地点

７２点は、７１点から真北６１度１５分２．７１メートルの地点

７３点は、７２点から真北１５１度００分１．５０メートルの地

点

７４点は、７３点から真北６０度１６分９．１３メートルの地点

� 面積

４，９０４．１１平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成６年３月２８日 愛媛県指令河第２４１号

４ しゅん功認可年月日

平成１６年１１月１２日

�愛媛県告示第２２７４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年１１月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２２７５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年１１月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２２７６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年１１月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２２７７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年１１月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 高知伊予三島線 新居浜市別子山字瓜生野乙６３８番６ 平成１６年１１月１２日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 内子河辺野村線
西予市野村町惣川１９２３番２から

同町惣川１９１８番２まで
平成１６年１１月１２日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宇和野村線
西予市野村町鎌田４９９番６から

同町鎌田７２９番地先まで

旧 ５．０～１７．０ ０．３３１

新 １０．８～２２．０ ０．３２４

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和野村線
西予市野村町鎌田４９９番６から

同町鎌田７２９番地先まで
平成１６年１１月１２日
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�愛媛県告示第２２７８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定

に基づき、次のように都市計画を変更したいので、同条第２

項において準用する同法第１７条第１項の規定により、その都

市計画の変更の案を愛媛県庁及び四国中央市役所において告

示の日から２週間公衆の縦覧に供する。

平成１６年１１月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

伊予三島都市計画道路

３・４・１ 三島枝村線

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 四国中央市中之庄町頭王の一部

� 削除する部分 なし

�������
�愛媛県告示第２２７９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定

に基づき、次のように都市計画を変更したいので、同条第２

項において準用する同法第１７条第１項の規定により、その都

市計画の変更の案を愛媛県庁及び四国中央市役所において告

示の日から２週間公衆の縦覧に供する。

平成１６年１１月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

伊予三島都市計画道路

３・５・９ 三島中央線

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 四国中央市具定町倉ノ内、中之庄町浦

夫、浜之前、汐汲道、頭王、宮ノ上及

び宮ノ西並びに中曽根町生吉の各一部

� 削除する部分 具定町倉之内並びに中之庄町浜之前及

び汐汲道の各一部

公 告

�公 告

争議行為の通知の公表について

全国一般労働組合愛媛地方本部執行委員長藤波武男から次

のとおり争議行為を行う旨の通知が平成１６年１１月５日あった

ので公表する。

平成１６年１１月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 事件 平成１６年度年末一時金・その他

２ 日時 平成１６年１１月１６日正午以降本問題が完全解決に至

る間

３ 場所

４ 概要 前記記載の場所においてあらゆる形の争議行為を

単独又は併用して実施する。

選挙管理委員会告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第９０号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第８０条第１項の規定に

よる直接請求（愛媛県議会議員西条市選挙区の議員の解職請

求に限る。）の要件となるべき選挙権を有する者の数は、次

のとおりである。

平成１６年１１月１２日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

任 免 辞 令

�任免辞令
１０月１６日

�愛媛県告示第２２８０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１６年１１月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１５八局大土（開）第７３０―３号
の４
平成１６年１１月５日

大洲市東大洲１６００番、１６０１番、１６０２番及び１６０３番
大洲市東大洲１９８番地
愛媛たいき農業協同組合
代表理事組合長 山 本 薫

病 院 名 所 在 地

財団法人 創精会 松山市美沢１丁目１０の３８

医療法人 敬愛会久米病院 松山市南久米７２３

医療法人 清和会和ホスピタル
分会 北条市柳原７３９

財団法人 真光会 松山市南高井１４９１

医療法人 北辰会まなべ病院 西条市氷見丙４７７

財団法人 新居浜精神衛生研究所
財団新居浜病院 新居浜市松原町１３の４７

医療法人 十全会十全第二病院 新居浜市角野新田町１の１の
２８

八幡浜医師会立双岩病院 八幡浜市若山４番耕地１６３

社団法人 八幡浜医師会 八幡浜市広瀬１丁目７の１７

選 挙 区 選挙権を有する者
の総数

同左の３分の１の
数

西 条 市 ９３，９００ ３１，３００
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愛媛県技術吏員 森 喜 一

死亡

�������
�任免辞令

１０月３１日

愛媛県技術吏員 佐 伯 一 哉

願により本職を免ずる

平成１６年１１月１２日 印刷
平成１６年１１月１２日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円１１４６
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